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第
二
十
号　

平
成
十
九
年

度
香
美
市
特
定
環
境
保
全

公
共
下
水
道
事
業
特
別
会

計
消
費
税
及
び
地
方
消
費

税
修
正
申
告
に
よ
る
延
滞

税
の
支
払
い（
専
決
処
分
）

第
二
十
一
号　

平
成
十
九

年
度
香
美
市
農
業
集
落
排

水
事
業
特
別
会
計
消
費
税

及
び
地
方
消
費
税
修
正
申

告
に
よ
る
延
滞
税
の
支
払

い
（
専
決
処
分
）

第
二
十
二
号　

平
成
二
十

年
度
香
美
市
健
全
化
判
断

比
率

◎
国
は
、
平
成
十
九
年
六

月
に
地
方
公
共
団
体
の
財

政
の
健
全
化
に
関
す
る
法

律
を
制
定
し
た
。
こ
の
法

律
は
、
財
政
の
健
全
性
に

関
す
る
比
率
の
公
表
制
度

を
設
け
、
そ
の
比
率
に
応

じ
て
地
方
公
共
団
体
が
財

政
の
早
期
健
全
化
及
び
財

政
の
再
生
並
び
に
公
営
企

業
の
経
営
の
健
全
化
を
図

る
た
め
の
計
画
を
策
定
す

る
制
度
を
定
め
る
と
共
に
、

計
画
の
実
施
、
促
進
を
図

る
た
め
の
行
財
政
上
の
措

置
を
講
じ
る
こ
と
に
よ
り
、

財
政
の
健
全
化
に
資
す
る

こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。

こ
れ
に
よ
り
、
健
全
化
判

断
基
準
の
公
表
は
、
平
成

十
九
年
度
決
算
か
ら
、
そ

の
他
計
画
策
定
の
義
務
付

け
等
に
つ
い
て
は
、
平
成

二
十
年
度
決
算
か
ら
適
用

さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　

健
全
化
判
断
比
率
の
い

ず
れ
か
が
早
期
健
全
化
基

準
以
上
で
あ
る
場
合
は
、

財
政
健
全
化
計
画
の
策
定

を
、ま
た
、財
政
再
生
基
準

以
上
で
あ
る
場
合
は
、
財

政
再
生
計
画
の
策
定
を
義

務
付
け
ら
れ
健
全
化
が
求

め
ら
れ
る
。

　

本
市
の
一
般
会
計
等
の

実
質
収
支
は
黒
字
で
あ
り
、

実
質
黒
字
比
率
は
、
四
・

〇
三
％
で
あ
る
。
公
営
企

業
会
計
等
も
資
金
不
足
は

生
じ
て
お
ら
ず
、
連
結
実

質
赤
字
比
率
は
な
い
。
連

結
実
質
黒
字
比
率
は
、
九

・
〇
三
％
で
あ
る
。

　

ま
た
、
実
質
公
債
費
比

率
は
、
十
五
・
三
％
で
あ

り
、
こ
の
指
標
の
早
期
健

全
化
基
準
で
あ
る
二
五
・

〇
％
以
下
で
あ
る
。
さ
ら

に
、
将
来
負
担
比
率
に
つ

い
て
も
七
七
・
二
％
で
、

こ
の
指
標
の
早
期
健
全
化

基
準
三
五
〇
・
〇
％
以
下

で
あ
る
。

第
二
十
三
号　

平
成
二
十

年
度
香
美
市
資
金
不
足
比

率◎
健
全
化
判
断
比
率
と
同

様
に
地
方
公
共
団
体
の
財

政
の
健
全
化
に
関
す
る
法

律
の
施
行
に
伴
い
、
適
用

さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

資
金
不
足
比
率
が
経
営
健

全
化
基
準
で
あ
る
二
○
％

以
上
の
場
合
は
、
経
営
健

全
化
計
画
の
策
定
を
義
務

付
け
ら
れ
る
。

　

本
市
に
お
い
て
は
、
す

べ
て
の
会
計
で
資
金
余
剰

金
が
あ
り
、
資
金
不
足
額

は
発
生
し
て
お
ら
ず
、
資

金
不
足
比
率
は
な
い
。

第
二
十
四
号　

賃
料
等
請

求
に
関
す
る
訴
え
の
提
起

◎
市
営
住
宅
に
お
け
る
共

益
費
、
水
道
使
用
料
、
住

宅
修
繕
費
、
駐
車
場
使
用

料
に
係
る
請
求
事
件
の
訴

訟
行
為
を
高
知
簡
易
裁
判

所
に
提
起
し
、
本
件
に
係

る
一
切
の
訴
訟
行
為
を
市

長
の
委
任
す
る
者
に
行
わ

せ
る
。（
専
決
処
分
）

第
十
五
号　

平
成
二
十
一

年
度
香
美
市
特
定
環
境
保

全
公
共
下
水
道
事
業
特
別

会
計
補
正
予
算（
第
一
号
）

（
専
決
処
分
）

◎
平
成
十
九
年
度
消
費
税

及
び
地
方
消
費
税
の
修
正

申
告
に
よ
る
公
課
費
等

第
十
六
号　

平
成
二
十
一

年
度
香
美
市
農
業
集
落
排

水
事
業
特
別
会
計
補
正
予

算（
第
一
号
）（
専
決
処
分
）

◎
平
成
十
九
年
度
消
費
税

及
び
地
方
消
費
税
の
修
正

申
告
に
よ
る
公
課
費
等

（
以
上
、
全
員
賛
成
に
て

承
認
さ
れ
た
）

第
一
号　

平
成
二
十
年
度

香
美
市
一
般
会
計
歳
入
歳

出
決
算

第
二
号　

平
成
二
十
年
度

香
美
市
住
宅
新
築
資
金
等

貸
付
事
業
特
別
会
計
歳
入

歳
出
決
算

第
三
号　

平
成
二
十
年
度

香
美
市
簡
易
水
道
事
業
特

別
会
計
歳
入
歳
出
決
算

第
四
号　

平
成
二
十
年
度

香
美
市
公
共
下
水
道
事
業

特
別
会
計
歳
入
歳
出
決
算

第
五
号　

平
成
二
十
年
度

香
美
市
特
定
環
境
保
全
公

共
下
水
道
事
業
特
別
会
計

歳
入
歳
出
決
算

第
六
号　

平
成
二
十
年
度

香
美
市
農
業
集
落
排
水
事

業
特
別
会
計
歳
入
歳
出
決

算第
七
号　

平
成
二
十
年
度

香
美
市
老
人
保
健
特
別
会

計
歳
入
歳
出
決
算

第
八
号　

平
成
二
十
年
度

香
美
市
国
民
健
康
保
険
特

別
会
計
（
事
業
勘
定
）
歳

入
歳
出
決
算

第
九
号　

平
成
二
十
年
度

香
美
市
介
護
保
険
特
別
会

計
（
保
険
事
業
勘
定
）
歳

入
歳
出
決
算

第
十
号　

平
成
二
十
年
度

香
美
市
介
護
保
険
特
別
会

計
（
介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業

勘
定
）
歳
入
歳
出
決
算

第
十
一
号　

平
成
二
十
年

度
香
美
市
後
期
高
齢
者
医

療
特
別
会
計
歳
入
歳
出
決

算（
以
上
、
継
続
審
査
と
な

っ
た
）

第
十
二
号　

平
成
二
十
年

度
香
美
市
水
道
事
業
会
計

歳
入
歳
出
決
算

第
十
三
号　

平
成
二
十
年

度
香
美
市
工
業
用
水
道
会

計
歳
入
歳
出
決
算

（
以
上
、
全
員
賛
成
に
て

認
定
さ
れ
た
）

第
八
十
二
号　

平
成
二
十

一
年
度
香
美
市
一
般
会
計

補
正
予
算
（
第
三
号
）

◎
補
正
予
算
の
規
模
は
、

歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
に

八
億
七
千
七
百
二
十
三
万

六
千
円
を
追
加
し
、
歳
入

審
査
し
た
議
案

報　
　

告

承　
　

認

認　
　

定

議　
　

案
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歳
出
予
算
そ
れ
ぞ
れ
百
六

十
四
億
九
十
四
万
七
千
円

と
し
た
。
歳
入
で
は
、
普

通
交
付
税
、
公
共
土
木
施

設
災
害
復
旧
費
国
庫
負
担

金
、
地
域
活
性
化
・
公
共

投
資
臨
時
交
付
金
、
安

全
・
安
心
な
学
校
づ
く
り

交
付
金
の
追
加
等
が
主
な

も
の
で
あ
る
。

　

歳
出
の
主
な
も
の
は
、

辺
地
共
聴
施
設
整
備
事
業

三
千
二
百
万
円
、
農
業
生

産
体
制
強
化
緊
急
整
備
事

業
（
大
葉
印
字
機
・
ユ
ズ

予
冷
庫
等
）
千
二
百
一
万

五
千
円
、
農
道
・
水
路
修

繕
（
香
北
支
所
）
二
千
万

円
、
奥
物
部
開
発
公
社
に

対
す
る
運
営
補
助
金
一
千

五
百
九
十
四
万
九
千
円
及

び
経
営
改
善
指
導
事
業
補

助
金
三
百
二
万
九
千
円
、

小
学
校
へ
の
太
陽
光
発
電

設
置
事
業
一
億
五
千
七
百

九
十
三
万
八
千
円
、
同
じ

く
中
学
校
四
千
八
百
三
十

四
万
一
千
円
、
耐
震
改
修

に
伴
う
鏡
野
中
学
校
仮
校

舎
建
設
工
事
一
億
八
千
二

百
七
十
万
円
、
ア
ン
パ
ン

マ
ン
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
駐
車

場
用
地
購
入
に
一
千
五
百

十
二
万
三
千
円
、
公
共
土

木
施
設
災
害
復
旧
事
業
五

千
七
百
八
十
六
万
三
千
円
、

財
政
調
整
基
金
へ
一
億
六

千
九
百
二
十
六
万
一
千
円
、

施
設
等
整
備
基
金
へ
五
千

三
百
万
等
で
あ
る
。

（
全
員
賛
成
に
て
、
可
決

さ
れ
た
）

第
八
十
三
号　

平
成
二
十

一
年
度
香
美
市
公
共
下
水

道
事
業
特
別
会
計
補
正
予

算
（
第
二
号
）

（
賛
成
多
数
に
て
可
決
さ

れ
た
）

第
八
十
四
号　

平
成
二
十

一
年
度
香
美
市
特
定
環
境

保
全
公
共
下
水
道
事
業
特

別
会
計
補
正
予
算
（
第
二

号
）

第
八
十
五
号　

平
成
二
十

一
年
度
香
美
市
農
業
集
落

排
水
事
業
特
別
会
計
補
正

予
算
（
第
二
号
）

第
八
十
六
号　

平
成
二
十

一
年
度
香
美
市
老
人
保
健

特
別
会
計
補
正
予
算
（
第

一
号
）

第
八
十
七
号　

平
成
二
十

一
年
度
香
美
市
国
民
健
康

保
険
特
別
会
計
（
事
業
勘

定
）
補
正
予
算
（
第
一
号
）

第
八
十
八
号　

平
成
二
十

一
年
度
香
美
市
介
護
保
険

特
別
会
計
（
保
険
事
業
勘

定
）
補
正
予
算
（
第
一
号
）

第
八
十
九
号　

平
成
二
十

一
年
度
香
美
市
介
護
保
険

特
別
会
計
（
介
護
サ
ー
ビ

ス
事
業
勘
定
）
補
正
予
算

（
第
一
号
）

第
九
十
号　

平
成
二
十
一

年
度
香
美
市
後
期
高
齢
者

医
療
特
別
会
計
補
正
予
算

（
第
二
号
）

第
九
十
一
号　

平
成
二
十

一
年
度
香
美
市
水
道
事
業

会
計
補
正
予
算（
第
一
号
）

第
九
十
二
号　

香
美
市
営

バ
ス
事
業
に
係
る
施
設
の

設
置
及
び
管
理
に
関
す
る

条
例
の
一
部
改
正

◎
本
年
四
月
か
ら
運
行
を

行
っ
て
い
る
試
験
運
行
路

線
『
岩
村
線
』
に
つ
い
て

は
、
月
間
平
均
乗
車
人
数

が
、
三
・
七
人
（
一
便
当

た
り
約
〇
・
一
五
人
）
と

利
用
者
数
が
著
し
く
少
な

い
た
め
、
試
験
運
行
期
間

の
短
縮
を
行
い
、
平
成
二

十
一
年
九
月
三
十
日
を
も

っ
て
廃
止
す
る
も
の
と
す

る
。

　

ま
た
、
谷
相
線
・
白
川

線
・
岩
改
線
・
千
萱
線
の

バ
ス
停
留
所
で
あ
る
『
香

北
支
所
』
に
つ
い
て
は
、

運
行
ル
ー
ト
上
に
学
童
保

育
施
設
が
あ
り
、
児
童
の

安
全
性
を
確
保
す
る
こ
と

か
ら
、
『
香
北
支
所
』
バ

ス
停
留
所
を
廃
止
し
、
新

た
に
近
隣
地
に
『
泉
町
』

バ
ス
停
留
所
を
設
定
す
る
。

第
九
十
三
号　

香
美
市
特

別
職
の
職
員
で
非
常
勤
の

も
の
の
報
酬
及
び
費
用
弁

償
に
関
す
る
条
例
の
一
部

改
正

◎
新
た
に
就
労
支
援
指
導

員
の
報
酬
額
及
び
費
用
弁

償
額
を
定
め
る
た
め

第
九
十
四
号　

香
美
市
モ

ノ
レ
ー
ル
施
設
の
設
置
及

び
管
理
に
関
す
る
条
例
の

一
部
改
正

◎
本
市
モ
ノ
レ
ー
ル
施
設

を
地
方
自
治
法
の
規
定
に

基
づ
く
指
定
管
理
者
に
管

理
さ
せ
る
と
き
、
公
募
に

よ
ら
な
い
指
定
も
で
き
る

よ
う
に
改
正
す
る

（
以
上
、全
員
賛
成
に
て
可

決
さ
れ
た
）

第
九
十
五
号　

香
美
市
下

水
道
条
例
の
一
部
改
正

◎
平
成
四
年
の
供
用
開
始

時
か
ら
改
定
さ
れ
て
な
か

っ
た
下
水
道
使
用
料
金
に

つ
い
て
、
月
額
使
用
額
の

基
本
料
金
を
百
円
、
超
過

料
金
を
一
立
方
メ
ー
ト
ル

に
つ
き
十
円
そ
れ
ぞ
れ
値

上
げ
す
る
。

第
九
十
六
号　

香
美
市
特

定
環
境
保
全
公
共
下
水
道

条
例
の
一
部
改
正

（
以
上
、
賛
成
多
数
に
て

可
決
さ
れ
た
）

◎
香
美
市
下
水
道
条
例
の

一
部
改
正
に
合
わ
せ
、
下

水
道
使
用
料
金
を
改
め
る
。

第
九
十
七
号　

香
美
市
営

住
宅
条
例
の
一
部
改
正

◎
水
道
等
使
用
料
を
徴
収

す
る
団
地
（
黒
土
二
号
Ｂ

棟
）
を
追
加
す
る

第
九
十
八
号　

字
の
区
域

の
変
更

◎
南
国
市
と
香
美
市
と
の

境
界
変
更
に
伴
い
、
字
の

区
域
を
変
更
す
る
必
要
が

生
じ
た
た
め
。

第
九
十
九
号　

香
美
市
国

民
健
康
保
険
条
例
の
一
部

改
正

◎
出
産
一
時
金
に
つ
い
て
、

支
給
額
『
三
十
五
万
円
』

を
『
三
十
九
万
円
』
と
す

る
。
健
康
保
険
法
施
行
令

等
の
一
部
改
正
に
伴
う
も

の
。

第
百
号　

香
美
市
長
の
給

与
及
び
旅
費
支
給
条
例
の

一
部
改
正

◎
平
成
二
十
一
年
九
月
五

日
に
本
市
非
常
勤
職
員
が
、

住
居
不
法
侵
入
に
よ
り
逮

捕
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
職

員
の
不
祥
事
の
監
督
責
任

を
明
ら
か
に
し
、
市
長
並

び
に
副
市
長
及
び
収
入
役

の
給
与
月
額
を
減
額
す
る

た
め
、
条
例
を
改
正
す
る
。

内
容
は
、
平
成
二
十
一
年

十
月
一
日
か
ら
同
年
十
月

三
十
一
日
ま
で
の
間
、
市

長
は
十
分
の
二
、
副
市
長

及
び
収
入
役
は
十
分
の
一

に
相
当
す
る
額
を
減
じ
る
。

（
以
上
、
全
員
賛
成
に
て

可
決
さ
れ
た
）


